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平成20年５月１日から
戸籍謄抄本・住民票を請求出来る人が制限されます

窓口では本人確認が必要になります

　個人情報の保護やなりすまし犯罪の防止を図るため、請求できる人を制限し、窓口での本人確認を徹底するよう
に制度が見直されました。皆様のご協力をお願いします。

戸籍・住民票を請求できる人は次の人に限定されます。
■戸籍謄本・抄本を請求できる人
１.戸籍簿に記載されている者又はその配偶者、父母、祖父母、子、孫、ひ孫など
　※兄弟姉妹等の戸籍を取得するためには、委任状が必要です。
２.下記に該当する第三者（請求時に理由を記載してもらいます）
●国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
●自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
■住民票を請求できる人
１.本人、又は本人と同一世帯に属する者
　※世帯分離している人の住民票を取得するには委任状が必要です。
２.住民票の記載事項を確認するにつき正当な理由がある者（本人の権利行使や義務履行に必要な場合）
　※上記以外の人が請求する場合は、委任状が必要です。様式は任意ですが、自分の住所、氏名、押印と窓口にくる
　　人の住所、氏名、何を委任するかを記載してください。
■お願い
来庁する際は、顔写真付の身分証明書（運転免許証等）をご持参ください。身分証明書の提示を求めることがありま
すので、ご協力をお願いします。顔写真付の身分証明書をお持ちでない場合は、健康保険証をお持ちください。

臨時職員（道路維持修繕・除雪）を募集します

【募集人数】　１名
【業務内容】　道路施設の維持修繕及び除雪
【応募資格】
　●町内に在住する55歳までの健康な方
　●大型、大型特殊運転免許及び車両系運転免許
　　取得者
【勤務形態】
　平日（月～金）：午前８：30～午後５：15
　　※除雪作業時は別途
【賃　　金】
　日給9,800円（通勤手当・雇用保険有）
【応募期間】　４月21日（月）まで
【応募方法】
　市販の履歴書に健康診断書を添えて建設課（峰
栄館）へ提出してください。
【問合せ・申込み先】
　建設課（峰栄館☎76ー2111）

　ポンポコ山「碑のけどっこ」建立世話人会では
ポンポコ山公園内に句碑の建立を進めておりま
す。俳句、短歌などあなたの作品を碑に残してみ
ませんか。希望する方は４月30日までに峰栄館
（☎76－2323）へお申込みください。建立に関す
る経費は個人負担となりますが、ご相談に応じ
ます。

ポンポコ山「碑（いしぶみ）のけどっこ」
句碑建立募集！

ソウル便を
利用して、

韓国、そし
て、

世界各地へ

出かけてみ
ませんか！

！


